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　制度の概要

高等学校等就学支援金はご家庭の教育費負担軽減を図るための国による授業料支援の制度です。

貸与型の奨学金ではないので、返済の必要はありません。

　今回必要な手続き

　今後の必要な手続き（都度）

● 今回お手続きが必要ない方でも、就学支援金受給中に次の事実が発生した場合は、

その都度届出が必要となりますので、速やかに事務部会計課にお申し出ください。

・ 離婚・死別・養子縁組等により保護者等が変更がした

・ 収入の修正申告や税額の更正により課税標準額または調整控除額に変更があった

● 今回就学支援金を申請されない方でも、離婚・死別等により保護者等に変更が生じ、

年度途中に就学支援金を申請する場合は、速やかに事務部会計課にお申し出ください。

高等学校等就学支援金について【令和３年７月～令和４年６月】
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前回の提出から保護者の内容に変更はありますか？

●離婚・死別・養子縁組等で保護者等が変更した。

●海外から帰国、引越し等で令和２年１月１日の課税地から

令和３年１月１日の課税地が変更になった。
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令和３年６月現在、就学支援金の認定を受けていますか？

個人番号（マイナンバー）は提出済ですか？

はい いいえ

所得制限
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　就学支援金の支給対象となる方

● 保護者等(親権者)の判定基準額が304,200円(年収目安約910万円)未満の方が該当します。

判定基準額(両親の場合は合算) 年収目安 授業料

０円以上154,500円未満 約590万円未満 無　償

154,500円以上304,200円未満 約910万円未満 毎月の授業料より9,900円を減額

304,200円以上または未申請 約910万円以上 就学支援金による減額なし

● 課税標準額・調整控除額の確認方法

　令和３年度の課税標準額は前年(令和２年１月～12月)の収入をもとに算出されます。

※課税標準額＝給与所得ー所得控除

　　給与所得＝給与収入ー必要経費　所得控除＝基礎控除、扶養控除、生命保険料控除、社会保険控除など

※調整控除額は市町村によっては「税額控除額」の中に含まれており、調整控除額そのものの金額が表示されていない場合があります。

　令和３年７月～令和４年６月(３年生は３月)までの授業料について

● マイナンバーを提出していただいた方は、その番号を用いて三重県が判定を行います。

● 今回の判定結果は令和３年７月分から令和４年６月分までの授業料に適用されます。

マイナンバーによる判定には時間を要しますので、決まるまでは６月分と同額を引き落とします。

判定の結果、差額が発生した方は７月分にさかのぼって請求・返金します。

高田高等学校　事務部会計課　〒514-0114　津市一身田町2843　℡059-232-2004

（受付時間　平日８：３０～１６：３０）

お勤め先等 確認書類 配布・発行元

会社等に勤務の方
令和３年度市町村民税・県民税

特別徴収税額通知書

勤務先より配布

(毎年6月頃)

　お問い合わせ先

自営業の方
令和３年度市町村民税・県民税

税額決定・納税通知書

市町村から

ご自宅へ郵送

上記書類がない方
令和３年度所得課税証明書など

課税標準額がわかる書類

市町村役場等

(発行手数料発生)

判定基準額＝保護者等(親権者)の令和３年度地方税の課税標準額×６％－調整控除額

（令和２年７月分より判定基準が変更になりました）

＊両親の場合は父親と母親の課税標準額の合計で判断し、ひとり親の場合は親権者一人の課税標準額で判断します。

＊年収目安は両親・高校生・中学生の４人家族で、両親の一方が働いている場合の目安です。

そのため、年収が同じでも家族構成・控除等により課税標準額が異なる場合があります。


